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担当連絡先
（課名・氏名・電話番号）

地域安全課　杉村
055-979-8102

地域安全課　髙橋
055-979-8102

生涯学習課　戸田
055-979-1733

令和8年3月区長会配布物一覧

組回覧物の名称

大場函南デマンドタクシー運行日・ダイヤが変わります（桑原・大竹・冷川・新幹線・上沢・八ツ溝のみ）

春の全国交通安全運動実施のお知らせ

４月10日（金）は第１回「函南町あいさつ運動～地域安全の日～」です

学校だより（函南小、東小、西小、桑村小、丹那小、函南中、東中）

大竹駐在所速報、丹那駐在所速報　※該当区のみ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

事業者

 

運行期間

１乗車　小学生以上 500 円（未就学児　保護者 1 人に対し１人無料） 

２人以上乗り合った場合、１人あたり 300 円

令和８年度も引き続き実証運行を継続します。

運賃

令和８年４月１日～令和９年３月 31 日

運行日 毎日　※12 月 30 日、31 日、１月１日、２日、３日は運休

函南タクシー株式会社

予約方法 電話番号　055-978-2820（受付時間　６時から 21 時まで）

第１便の予約は前日の 21 時までにお願いします。

乗りたい地点の指定時刻の１時間前までに予約してください。

ルート



 
 

問合先 函南町役場 総務部　地域安全課 
T E L:　055-979-8102　　 
E m a i l:　anzen@town.kannami.shizuoka.jp

時刻表

※ ４月１日以降　　　　　 建設経済部　都市計画課 
T E L:　055-979-8117　　 
E m a i l:　toshikei@town.kannami.shizuoka.jp

※　令和８年４月１日より機構改革に伴い　　

　公共交通に係る事務は都市計画課に移管　 
　となりました。



春の全国交通安全運動実施のお知らせ 

 
 
 
 
 
 
 
 
県民一人ひとりが、安全を第一に考え、交通ルールの遵守と交通マナー

の実践に努めることにより、交通事故防止を図ることを目的とした春の全

国交通安全運動を実施します。 

 

◇ ス ロ ー ガ ン ◇ 
 安全を つなげて広げて 事故ゼロへ 

 

◇ 期       間 ◇ 

  令和８年４月６日（月）から４月15日（水）までの10 日間 

  

◇ 街頭広報実施日 ◇ 

以下の日程で、町内において街頭広報を実施します。 

  １．４月６日（月） 運動初日広報・街頭指導の日 

  ２．４月９日（木） 通学路安全対策強化の日 

 ３．４月10日（金） 交通事故死ゼロを目指す日 

 

 交通安全運動は、年４回（春・夏・秋・年末）実施しますが、期間中だ

けでなく、一人ひとりが交通安全を意識し、交通事故の発生を未然に防ぎ

ましょう。 

 また年度替わりの忙しい中で１か月が過ぎ、交通・生活環境にも慣れ始

めた頃なので、今一度細心の注意を払い、交通安全に努めましょう。 

  

 

◇担  当◇ 函南町役場 総務部総務課 安全係 

◇電話番号◇ 055-979-8102         

回 覧 

回 覧 



 
 

 ４月10日（金）は、 

第１回「函南町あいさつ運動～地域安全の日～」です 

                                                         主  唱  函南町青少年健全育成会 

 

  函南町では、青少年の健やかな育成を目指すと共に、地域全体の人間関

係を深め、明るく健全な町づくりに向け「あいさつ運動～地域安全の日～」

を推進しています。 

  来る４月10日（金）には、第１回「函南町あいさつ運動～地域安全の日

～」を実施します。各地区の青少年健全育成会地区推進委員長の皆さんが

中心となり、地域・学校・家庭が協力し、早朝から町内各地で「あいさつ

運動～地域安全の日～」を展開します。 

皆さんも、まずは家庭の中で、そして家の前で、登校・登園途中の子ども

たちと『あいさつ』を交わし、子どもたちを地域ぐるみで見守り、安全で明

るい町づくりを目指しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 地域の子どもは地域で育み、地域の大人が守りましょう 
   

  １．子どもと大人が互いにあいさつを交わし合えることは、子どもにとっても、大人にとっても心地 

    よいものです。 

２．思春期の青少年にも子どもの頃からあいさつを交わしていると、声を掛け合うことができます。 

３．声を掛けられれば、見守られている意識が生まれ、モラルに欠ける行動にブレーキがかかります｡ 

４．あいさつを交わし合える人が住む家は、子どもが危険な目に遭った時、駆け込める避難所になり 

    ます。 

  

回覧 












































